
議案第８６号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和４年６月１日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額 

１～６２ ［略］ 

６３ ［略］ 

６３の２ 長期優良住宅法

 第５条第６項及び第７項

の規定による長期優良住

宅維持保全計画の認定の

申請に対する審査（第６

３項の３に規定するもの

を除く。） 

 ⑴ 一戸建てのもの 

 ⑵ 一戸建て以外のもの

  ア 床面積の合計が５

００平方メートル以

下のもの 

  イ 床面積の合計が５

００平方メートルを

超え１，０００平方

メートル以下のもの

  ウ 床面積の合計が１

，０００平方メート

ルを超え２，５００

平方メートル以下の

もの 

次の各号に掲

げる区分に応じ、

当該各号に定め

る金額 

８５，０００円

１９４，０００

円

３０６，０００

円

５９９，０００

円

事務の種類 手数料の額 

１～６２ ［略］ 

６３ ［略］  



エ 床面積の合計が２

 ，５００平方メート

ルを超え５，０００

平方メートル以下の

もの 

  オ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ルを超え１０，００

０平方メートル以下

のもの 

  カ 床面積の合計が１

   ０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル以

下のもの 

キ 床面積の合計が２

 ０，０００平方メー

トルを超え３０，０

００平方メートル以

下のもの 

ク 床面積の合計が３

０，０００平方メー

トルを超えるもの 

１，０６８，０

００円

１，８３２，０

００円

３，３８４，０

００円

４，８３２，０

００円

５，９１９，０

００円

６３の３ 長期優良住宅法

第５条第６項及び第７項

の規定による長期優良住

宅維持保全計画の認定の

申請に対する審査で、品

確法第６条の２第５項に

規定する確認書若しくは

住宅性能評価書又はこれ

らの写しのあるもの 

次の各号に掲

げる区分に応じ、

当該各号に定め

る金額 

⑴ 一戸建てのもの 

 ⑵ 一戸建て以外のもの

  ア 床面積の合計が５

００平方メートル以

下のもの 

  イ 床面積の合計が５

００平方メートルを

超え１，０００平方

メートル以下のもの

  ウ 床面積の合計が１

，０００平方メート

ルを超え２，５００

平方メートル以下の

もの 

エ 床面積の合計が２

 ，５００平方メート

ルを超え５，０００

平方メートル以下の

もの 

１３，０００円

２５，０００円

４２，０００円

７８，０００円

１１８，０００

円



  オ 床面積の合計が５

   ，０００平方メート

   ルを超え１０，００

０平方メートル以下

のもの 

  カ 床面積の合計が１

   ０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル以

下のもの 

キ 床面積の合計が２

   ０，０００平方メー

トルを超え３０，０

１７３，０００

円

３００，０００

円

３８６，０００

円

００平方メートル以

下のもの 

ク 床面積の合計が３

０，０００平方メー

トルを超えるもの 

４５１，０００

円

６４ 長期優良住宅法第８

条第１項の規定による長

期優良住宅建築等計画又

は長期優良住宅維持保全

計画の変更の認定の申請

に対する審査（長期優良

住宅法第８条第１項の規

定による長期優良住宅建

築等計画の変更の認定の

申請に対する審査にあっ

ては、次項に規定するも

のを除く。） 

第６１項各号

、第６２項各号、

第６３項の２各

号又は前項各号

に掲げる区分に

応じ、それぞれ

当該各号に定め

る額の２分の１

に相当する額 

６５・６６ ［略］ 

６７ 長期優良住宅法第１

 ０条の規定による長期優

良住宅建築等計画又は長

期優良住宅維持保全計画

の認定の地位の承継の申

請に対する審査 

［略］ 

６７の２～８０ ［略］ 

６４ 長期優良住宅法第８

条第１項の規定による長

期優良住宅建築等計画の

変更の認定の申請に対す

る審査（次項に規定する

ものを除く。） 

第６１項各号

又は第６２項各

号に掲げる区分

に応じ、それぞ

れ当該各号に定

める額の２分の

１に相当する額

６５・６６ ［略］ 

６７ 長期優良住宅法第１

 ０条の規定による長期優

良住宅建築等計画の認定

の地位の承継の申請に対

する審査 

 ［略］ 

６７の２～８０ ［略］ 

 備考  備考 

１～３ ［略］ 

４ 第６１項、第６２項、第６３項の２及び第

６３項の３において「床面積の合計」とは、

長期優良住宅法第５条第１項から第７項まで

の規定による認定及び変更の認定の申請に係

る住戸が属する１の建築物の延べ面積（建築

基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）

第２条第１項第４号の規定により算出された

延べ面積）をいう。 

５～８ ［略］ 

１～３ ［略］ 

４ 第６１項及び第６２項において「床面積の

合計」とは、長期優良住宅法第５条第１項か

ら第５項までの規定による認定及び変更の認

定の申請に係る住戸が属する１の建築物の延

べ面積（建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号）第２条第１項第４号の規定によ

り算出された延べ面積）をいう。 

５～８ ［略］ 



附 則

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。


